
2022 年 10 月 31 日 

 

 

低圧需要家 各位 

福島県須賀川市卸町 44 番地 

                                       須賀川瓦斯株式会社 

 

燃料調整制度の見直しに関して 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素より格別のご愛顧を賜り厚

く御礼申し上げます。 

 

今年 2 月のロシアによるウクライナ侵攻により、燃料価格や卸電力取引市場の価格が高

騰しており、可能な限り価格を維持して参りましたが、極めて厳しい状況が続いております。

先日、東北電力の規制料金の値上げに関する発表がありましたが、2023 年度早々に電気料

金の単価や燃料費調整額の算定諸元が全面的に見直されることを踏まえ、弊社でも低圧に

おける燃料調整制度を変更させて頂きたく、ご連絡差し上げた次第です。なお、今回の見直

しは、燃料費調整額の算定に用いる平均燃料価格の上限価格を廃止するもので、従来の基本

料金・従量料金の単価に変更ございません。 

 

〇対象の料金プラン 

今回対象  対象外 

・従量電灯 B  

・従量電灯 C 

・公衆街路灯 B  

 ・定額電灯 B  

 

〇適用：12 月分の電気料金より適用致します(1 月 10 日頃に請求書を発行予定です) 

 

今後も燃料価格の高騰が継続し、従来よりもお客様の負担が大きくなることが予想され

る為、少しでもご負担軽減になるように節電プログラムを実施いたします。11 月１日以降、

弊社ホームページ(http://www.sukagawagas.co.jp/)にてご確認の上、お申し込み下さい。 

弊社と致しましては、地域のエネルギー事業者として、これからも地域のお客様を支えて

いく為に精進していく所存です。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

【本件に関するお問合せ】 

須賀川瓦斯株式会社・電気事業部 

福島県須賀川市卸町 44 番地 

TEL: 0248-75-2188  FAX: 0248-76-5596 

08:30～17:30 (月～土) 


